
令和元年度工事随意契約調べ（７月分）

契約年月 工 事 名

設計工期 工 事 担 当 課 工 事 番 号 設 計 金 額 請 負 代 金 額 契 約 の 種 類

R1.7.17 市道加太１０２号線災害復旧応急本工事その２ R1.7.18

75 道路管理課 19000080 19,595,520 17,334,000 随意契約 R1.9.30

R1.7.23 楠見西小学校外２校トイレ改修工事 R1.7.24

210 教育施設課 19000029 173,031,100 172,700,000 随意契約 R2.2.18

（株）小向商会 和歌山市市小路字乾角３１番外２か所

～

（株）川嶋工業　和歌山支店 和歌山市加太地内

～

加太サニータウン内の市道加太１０２号線において、地すべりに
よる応急対策工事として、地盤変状が確認されている箇所の横
ボーリング工を施工中であるが、先般の降雨により新たに別の
箇所でも地盤変状が確認された。今後の降雨により更なる地す
べりが懸念され、早急に応急対策工事として横ボーリング工が
必要となったことから、現在、応急対策工事を施工中で、ボーリ
ング工に必要な重機を即座に流用でき、早期着手が可能な
（株）川嶋工業和歌山支店が適任であるとして、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第5号を適用した。

本件は、令和元年５月１５日開札の「有功小学校外１０校トイレ
改修工事」が、全者辞退により落札者がなかったため、仕様を
見直し、３件の工事に分割した上で再入札を行った案件であ
る。令和元年６月１４日に再入札の開札を行ったが、入札参加
者が１者であったため、入札公告文５の規定により不成立とな
り、再々入札を行ってもこれまでと同様の結果が予想されること
から、応札のあった（株）小向商会が適任であるとして、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第８号及び同条第２項を適用し
た。
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